
本市の考え方

 13　地域活動協議会による自律的な地域運営の促進

　各区では平成26年度以降、地域活動協議会へ
の支援の状況とともにその取組状況の把握を
行ってきました。また平成29年度からは、それ
ら地域活動協議会の取組が、どれだけ自律的に
運営されているかを測る指標を導入しました。
　今年度、区長会議において地域活動協議会の
自律の状況を確認したところ、地域により自律
の進捗状況等の差異が大きくなっていること等
がわかったことから、全地域一律でなく地域の
実情に即した最適な支援が必要であるとの認識
のもと、全区で地域活動協議会の状況をあらた
めてきめ細かく確認し課題を把握して、来年度
以降の支援に向けた精査を行いました。その結
果を踏まえ、令和２年度以降、各区において
個々の地域の状況に応じた支援を進めていくこ
ととしております。

・新たな地域コミュニティ支援事業者
 （まちづくりセンター）は、全地域
  一律に支援しようとしているのでは
  ないか。

ご意見の要旨と本市の考え方
■基本方針に関するご意見等

「市政改革プラン3.0（素案）」にかかるパブリック・コメントの実施結果 P.10～12（抜粋）

　地域活動協議会は、地域住民の組織をはじ
め、ボランティア団体、ＮＰＯ、企業など地域
のまちづくりに関するいろいろな団体が集ま
り、話し合い、協力しながら、さまざまな分野
における地域課題の解決やまちづくりに取り組
んでいくための仕組みです。住民に最も身近な
コミュニティである自治会・町内会は地域活動
協議会における中心的な役割を担っており、そ
の活動の支援を行うことは、本市がめざす地域
活動協議会による自律的な地域運営につながる
ものと考えています。そのため、各区において
地域の実情に即して、自治会・町内会への加入
促進や自治会・町内会が行う活動への支援の取
組を計画的に進めることとしています。

・自治会・町内会単位を支援すること
　と、地域活動協議会を支援すること
　は相反する場合もある。自治会・町
　内会は「地域活動協議会＝連合振興
　町会」のままのことが多いから、自
　治会・町内会加入推進は、地域活動
　協議会不要推進にもなるので、支援
　の方法は慎重にしてほしい。

・新たな地域コミュニティ支援事業者
　（まちづくりセンター）への評価が
　高すぎる。支援事業を進めている大
　学の先生方が評価するのは出来レー
　スである。事業を進めている先生は
　評価する委員から外すべきだ。また、
　各区の事業者の評価をホームページ
　に掲載するだけではなく、各地域活
　動協議会に伝え、妥当であるか再確
　認してはどうか。

　新たな地域コミュニティ支援事業者の評価に
つきましては、まちづくりや市民活動等につい
て専門的知識を有し、支援事業者と利害関係の
ない外部の有識者を委員とし、事業実施状況に
ついて評価・意見をいただき、それらを参考
に、最終的には、各区の区長が評価を行ってい
ます。
　また、地域活動協議会の構成団体の皆様への
アンケートにより、支援を受けている皆様から
の評価をお聞きしており、区長はその結果も踏
まえ、支援事業者についての最終的な評価を
行っています。

ご意見の要旨
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　ご指摘のとおり、地域活動協議会に求める役
割や内容は広範多岐にわたることから、引き続
き、地域活動協議会の皆様と地域の状況や課題
を共有しながら、まちづくりセンターを活用す
る等により、多様な活動主体に参加していただ
くことも含め、個々の地域活動協議会の実情に
即した最適な支援を行ってまいります。
　全区において、地域活動協議会の状況をきめ
細かく確認し、課題を把握して、来年度以降の
支援に向けて精査した結果、例えば自律が進ん
でいる場合には、地域の皆様が必要なときだけ
に支援を行うにとどめたり、逆に取組や自律が
進んでいない場合には支援を強化するといった
支援の変更を行っています。今後も引き続き、
各区において個々の地域の状況に即した最適な
支援に取り組んでいきます。

・「めざすべき状態」において、地域
　活動協議会に求める役割や内容が広
　範多岐にわたり、地域活動協議会の
　自律的運営への影響が危惧されるた
　め、整理する必要がある。また、地
　域活動協議会は地縁団体を中心に構
　している実態があり、民間企業、Ｎ
　ＰＯ、マンションの新しい住民など
　多様な活動主体の参加がまだ得られ
　ていない状況のため、参加しやすい
　ように行政が支援する必要がある。
　これらに対応するには、まちづくり
　センター等や行政の支援を強化する
　ために体制を整備すべき。

ご意見の要旨 本市の考え方

　特定非営利活動法人として認証を受けている
地域活動協議会は、現在４法人となっておりま
す。これらの法人の収支状況については、内閣
府ＮＰＯホームページで公開されております。
　頻発する自然災害への備えや、複合化する福
祉課題への対応など、ますます拡大する「公
共」の分野への対応として、多様な活動主体の
参画のもと、自律的なまちづくりを推進するた
めの地域活動協議会の社会的意義はより一層大
きくなっています。そのため、地域活動協議会
の解散を前提とした取組よりも、地域活動協議
会による自律的な地域運営の促進に向けた取組
を「市政改革プラン3.0」に掲げ、各区で進めて
いくこととしています。

・ＮＰＯになった地域活動協議会のう
　ち、黒字（自立）できているのはい
　くつあるのか。また、地域活動協議
　会が解散した地域への大阪市の支援
　がどうなるのかを記載すべき。

　地域活動協議会の支援にあたりましては、
個々の地域活動協議会の状況について、具体的
な指標を定めて把握したうえで、地域の実情に
即した支援を実施しています。その際、職員が
居住地域の地域活動協議会の活動状況等を把握
し支援に活かすことも有益なことと考えていま
す。

・市内に在住の職員なら、住んでいる
　地域の地域活動協議会の実態も参考
　にすべき。


